
新型コロナウイルス感染症による授業料減免について 

東亜大学では、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、学生の学資を負担している保証人等の
経済状況の変化などにより、家計が急変した学生への対応のため、全ての学生を対象に、授業料
（2020年度後期分）の授業料減免を実施致します。


詳しくは、2020年度後期分学納金納付書をご確認ください。


■お問い合わせ


東亜大学事務局


電話番号:083-256-1111(代表)



